
合同金婚式・ひとり金婚式の参加申込みについて
お問い合わせ先
　財部　福祉課高齢者福祉係　☎ 0986-72-0936　　　末吉　保健課福祉係　☎ 0986-76-8807
　大隅　保健福祉課福祉係　　☎ 099-482-5925

　

市
で
は
、
結
婚
50
周
年
を
む
か
え
ら
れ
た
方
々
を

対
象
に
、
合
同
金
婚
式
と
ひ
と
り
金
婚
式
を
開
催
し

ま
す
。

開
催
日　

10
月
30
日
（
木
）
午
前
10
時

場　

所　

曽
於
市
末
吉
総
合
セ
ン
タ
ー

対
象
者

・ 

昭
和
39
年
に
結
婚
さ
れ
、
今
年
50
年
を
迎
え
ら
れ

た
ご
夫
婦
、
そ
の
間
不
幸
に
し
て
配
偶
者
に
先
立

た
れ
た
方

・ 

結
婚
50
年
が
経
過
し
て
、
今
ま
で
に
参
加
さ
れ
て

い
な
い
方

　

今
月
、
自
治
会
で
参
加
申
込
書
の
回
覧
を
お
願
い

す
る
予
定
で
す
。
ご
確
認
の
上
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
大
隅
、
財
部
に
お
住
ま
い
の
方
で
、
会
場

ま
で
の
送
迎
を
ご
希
望
の
方
は
、
送
迎
バ
ス
も
運
行

予
定
で
す
。
事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

　

金
婚
式
で
は
、
祝
詞
や
記
念
品
等
の
贈
呈
が
あ

り
、
式
典
終
了
後

は
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
も
企
画
し
て
い

ま
す
。
ご
家
族
、

ご
親
戚
等
の
出
席

は
自
由
に
で
き
ま

す
の
で
、
た
く
さ

ん
の
方
々
の
ご
来

場
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

昨年の金婚式の様子

日本型直接支払制度（多面的機能支払）について
地域で、農地・水路・農道等を守りましょう！
お問い合わせ先
　耕地課・各支所産業振興課
　末吉☎ 0986-76-8810　大隅☎ 099-482-5952　財部☎ 0986-72-0940

　

農
村
地
域
で
は
、
過
疎
化
や
高
齢
化
と
い
っ
た
問
題
を
抱
え

て
お
り
、
農
地
や
水
路
・
農
道
な
ど
の
地
域
資
源
を
地
域
の
農

業
者
だ
け
で
守
っ
て
い
く
の
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
平
成
19
年
度
か
ら
農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
交
付
金

に
よ
り
、
そ
れ
ら
を
維
持
保
全
す
る
活
動
に
対
し
支
援
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
度
か
ら
、
こ
の
農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
は
、「
多

面
的
機
能
支
払
」
と
し
て
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
地
域
の
共

同
活
動
に
支
援
を
行
い
ま
す
。

対
象
者

　

農
業
者
や
地
域
住
民
等
で
構
成
さ
れ
る
活
動
組
織

　
（
水
系
単
位
や
圃
場
整
備
実
施
地
区
等
）

対
象
農
用
地

　

農
振
農
用
地
区
域
内
の
農
用
地
（
田
・
畑
）

活
動
の
概
要

　

地
域
の
水
路
や
農
道
な
ど
を
守
っ
て
い
く
活
動
組
織
を
立
ち

上
げ
、
活
動
の
対
象
と
な
る
農
用
地
を
特
定
し
ま
す
。
市
と
協

定
を
締
結
し
、
地
域
協
議
会
へ
採
択
申
請
を
行
い
、
採
択
後
に

対
象
農
用
地
の
面
積
に
応
じ
て
交
付
金
が
交
付
さ
れ
、
水
路
、

農
道
等
の
維
持
補
修
等
の
地
域
活
動
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
活
動
期
間
は
原
則
５
年
間
と
な
り
ま
す
。

※
活
動
の
例

　

・
畦け

い

畔は
ん

、
水
路
、
農
道
等
の
草
刈
り

　

・
農
業
用
施
設
の
維
持
補
修

　

・
小
学
生
の
野
菜
栽
培
学
習

　

・
花
の
植
栽
に
よ
る
景
観
形
成

　

・
未
舗
装
農
道
の
舗
装
化
等
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国民年金のはなし
お問い合わせ先
　市民課・各支所地域振興課　末吉☎ 0986-76-8805　大隅☎ 099-482-5923　財部☎ 0986-72-0934
　鹿屋年金事務所☎ 0994-42-5121

曽於市クリーンセンターからのお知らせ
　

８
月
15
日
は
、
休
業
日
の
た
め
、

ご
み
の
搬
入
は
で
き
ま
せ
ん
。
皆
さ

ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎ 

月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
の
搬
入

時
間
は
、
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
４
時
30
分
で
す
。

◎ 

８
月
17
日
（
第
３
日
曜
日
）
は
、

ご
み
の
搬
入
が
で
き
ま
す
。
搬
入

時
間
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時

で
す
。

◎ 

８
月
15
日
の
ご
み
収
集
は
、末
吉
・

大
隅
地
区
は
休
業
し
ま
す
。
財
部

地
区
は
通
常
ど
お
り
行
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

本
庁
・
各
支
所
環
境
係

末
吉
☎
０
９
８
６
‐
76
‐
８
８
０
５

大
隅
☎
０
９
９
‐
４
８
２
‐
５
９
２
３

財
部
☎
０
９
８
６
‐
72
‐
０
９
３
４

曽
於
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
８
６
‐
76
‐
６
７
６
６

日 11 12 13 14 15 16 17 18
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月

業
務

通
常
業
務

休
業

通
常
業
務

●８月 11 日～ 18 日までの業務日

平
成
26
年
度
国
民
年
金
保
険
料
免
除
切
替
は
お

済
み
で
す
か

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
承
認
期
間
は
７
月

〜
翌
年
６
月
ま
で
で
、
毎
年
、
申
請
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。　

　

平
成
26
年
６
月
ま
で
免
除
さ
れ
て
い
る
方
で
、

引
き
続
き
７
月
以
降
も
国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
改
め
て
申
請
し
て
下

さ
い
。

※ 
全
額
免
除
に
な
っ
て
い
る
方
で
、
継
続
申
請

の
方
は
除
く
。

▽
手
続
き
先　

市
役
所
国
民
年
金
係
・
鹿
屋
年

金
事
務
所

▽
必
要
な
も
の　

印
鑑
、
年
金
手
帳
、
仕
事
を

辞
め
た
方
は
、
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
の
写
し

ご
存
知
で
す
か
？
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

　

学
生
で
な
い
30
歳
未
満
の
方
は
、
本
人
お
よ

び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
若

年
者
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、「
も

し
も
」
の
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎

年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
市
役
所
国

民
年
金
係
ま
た
は
鹿
屋
年
金
事
務
所
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

鹿
屋
年
金
事
務
所
の
年
金
相
談
予
約
制
の
お
知

ら
せ

　

鹿
屋
年
金
事
務
所
で
は
、
予
約
制
に
よ
る
年

金
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

◇
予
約
方
法

　

相
談
希
望
日
の
１
ヵ
月
前
か
ら
前
日
ま
で
、

電
話
で
申
込
め
ま
す
。

　

予
約
の
際
に
相
談
者
名
、
基
礎
年
金
番
号
、

電
話
番
号
、
相
談
内
容
を
お
話
し
下
さ
い
。

◇
予
約
時
間
帯

▽
平
日　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

▽
週
の
初
日　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
６
時

▽
第
２
土
曜
日　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

※ 

年
金
相
談
に
行
く
際
は
、
年
金
手
帳
な
ど
基

礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の
と
、
運
転
免
許

証
な
ど
本
人
確
認
の
で
き
る
証
明
書
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
代
理
の
方
が
相
談
に
行
か
れ

る
場
合
は
、
委
任
状
と
代
理
の
方
の
証
明
書

が
必
要
で
す
。

○
予
約
申
込
先

鹿
屋
年
金
事
務
所　

０
９
９
４
‐
４
２
‐
５
１
２
１

日　時 場　所 申　込　先
８月５日（火）

午前 10時～午後３時
本庁１階
会議室

本　庁
国民年金係 0986-76-8805

９月 10日（水）
午前 10時～午後３時

財部保健
福祉センター

財部支所
国民年金係 0986-72-0934

　鹿屋年金事務所による移動相談所が曽於市で開かれます。日
程・場所は上記のとおりです。相談料は無料ですが、予約が必
要です。予約のない方の相談はできませんのでご了承ください。
なお、予約は定員になり次第、締め切ります。

〈曽於市年金移動相談所開設日〉
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※ 子育て支援センターは、キッズルーム開放・育児相談を実施しています。
キッズルーム開放　午前 10時～午後３時（月曜日～金曜日）　育児相談　午前 9時～午後４時（月曜日～金曜日）

親子ふれあい遊び　午前 10時～ 11時 30分　●会場：生きいき健康センター
子育てひろば　午前 10時～ 11時 30分　●会場：大隅弥五郎伝説の里　●会場：財部保健福祉センター
育児講座　午前 10時～ 11時 30分　●会場　６日：財部福祉センター　７日：生きいき健康センター

◆
ベ
ビ
ー
ビ
ク
ス
（
８
月
６
日
）

　
「
お
母
さ
ん
が
元
気
な
ら
赤
ち
ゃ

ん
も
元
気
。
お
母
さ
ん
が
笑
顔
な

ら
赤
ち
ゃ
ん
も
笑
顔
」
親
子
で
一

緒
に
楽
し
み
な
が
ら
運
動
し
ま
す
。

対　

象　

１
歳
未
満
児
の
親
子

講　

師　

田
鍋
い
ず
み
先
生

準
備
す
る
物　

動
き
や
す
い
服
装
、

バ
ス
タ
オ
ル
、
飲
み
物

◆
歯
に
関
す
る
相
談
（
８
月
７
日
）

場　

所　

生
き
い
き
健
康
セ
ン
タ
ー

◆
身
体
測
定
・
健
康
相
談（
８
月
21
日
）

場　

所　

生
き
い
き
健
康
セ
ン
タ
ー

準
備
す
る
物　

母
子
手
帳

子育てふれあいひろば
６日・７日は育児講座を開講します

お問い合わせ先
　曽於市子育て支援センター　☎ 0986-76-6565（直通）
　子育て携帯サイトすまいるキッズ　http://www.smile-kids.jp/sooshi

日 月 火 水 木 金 土
7/1 ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30
親　子

講　座

ひろば

ひろば

ひろば

ひろば 親　子

講　座

ひろば

第 3子出産祝金について
第3子以降に10万円の祝金を支給します

お問い合わせ先　　　　　
　財部　福祉事務所　☎ 0986-72-0936　　末吉　保健課　☎ 0986-76-8807
　大隅　保健福祉課　☎ 099-482-5925

　

曽
於
市
で
は
、
少
子
化
対
策
の
一
環
と
し
て
第
３
子

以
降
に
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
に
対
し
て
、
１
人
あ
た
り

10
万
円
の
祝
金
を
支
給
し
ま
す
。

受
給
資
格

　

曽
於
市
の
住
民
で
出
産
後
３
カ
月
以
上
、
曽
於
市
に

生
活
の
根
拠
を
置
い
て
い
る
方

申
請
書

　

本
庁
・
各
支
所
に
申
請
書
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要

事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
し
て
か
ら
支
給
ま
で
は
約
３
カ
月
間
か

か
り
ま
す
。

※ 

写
真
は
、
６
月
19
日
に
本
庁
・
各
支
所
で
行
わ
れ
た

支
給
式
の
様
子
で
す
。

大隅支所 本庁

財部支所
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税チャンネル　～納税があなたを支えます！～
お問い合わせ先
税務課・各支所地域振興課  税務係
末吉　☎ 0986-76-8804　大隅　☎ 099-482-5922
財部　☎ 0986-72-0932

軽
自
動
車
税
の
税
額
が
変
わ
り
ま
す

○ 

平
成
27
年
度
か
ら
次
の
車
種
の
税　

額
が
改
正
後
の
税
額
と
な
り
ま
す

　　

平
成
27
年
度
か
ら
変
更
に
な
る
も
の
（
右

記
の
表
）
に
つ
い
て
は
、
新
車
を
含
め
全
て

の
車
両
が
改
正
後
の
税
率
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
13
年
経
過
し
た
車
両
で
も
税
率
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。

○ 

平
成
28
年
度
か
ら
変
更
に
な
る
車
種

に
つ
い
て

　

改
正
後
の
税
率
が
適
用
に
な
る
の
は
平
成

27
年
４
月
１
日
以
後
に
最
初
の
新
規
検
査
を

受
け
る
車
両
で
す
。（
た
だ
し
、
最
初
の
新

規
検
査
を
受
け
た
の
が
平
成
27
年
４
月
１
日

の
車
両
は
平
成
27
年
度
か
ら
改
正
後
の
税
率

に
な
り
ま
す
。）

※ 

最
初
の
新
規
検
査
か
ら
13
年
を
経
過
し
た

車
両
は
重
課
税
率
に
な
り
ま
す
。

※ 

平
成
27
年
３
月
31
日
以
前
に
最
初
の
新
規

検
査
を
受
け
13
年
経
過
し
て
い
な
い
車
両

は
、
現
行
の
ま
ま
で
す
。

○ 

バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
を
廃
棄
・
譲
渡

し
た
場
合
は
手
続
き
を

　

軽
自
動
車
税
の
未
納
と
な
っ
て
い
る
方
に

理
由
を
聞
き
ま
す
と「
乗
っ
て
い
な
い
か
ら
」

「
知
人
に
譲
渡
し
た
の
で
知
ら
な
い
」「
業
者

に
渡
し
た（
売
っ
た
）の
で
分
か
ら
な
い
」「
名

義
（
所
有
者
）
は
私
だ
け
ど
、
乗
っ
て
い
る

の
は
私
じ
ゃ
な
い
。
そ
っ
ち
（
親
子
・
兄
弟
・

知
人
な
ど
）
に
請
求
し
て
」
と
い
う
こ
と
を

耳
に
し
ま
す
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
で

所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

廃
棄
・
盗
難
・
譲
渡
で
車
両
が
な
い
場
合
、

原
付
バ
イ
ク
（
１
２
５
cc
以
下
）
や
小
型
特

殊
は
税
務
課
へ
、
軽
自
動
車
な
ど
は
軽
自
動

車
協
会
へ
、
早
め
に
申
告
（
届
け
出
）
を
し

て
く
だ
さ
い
。

今月（８月）の納期について
○市民税　　　　　　　　２期
○国民健康保険税　　　　３期
○介護保険料　　　　　　３期
○後期高齢医療保険料　　２期
○上下水道料　　　　　　３期
※ 口座振替をされている方は、
９月１日に振替えますので残
高のご確認をお願いします。

平成 27 年度から変更になるもの
車種区分 現　行 改正後

原　付

50cc 以下 1,000 円 2,000 円
50cc 超　90cc 以下 1,200 円 2,000 円
90cc 超　125cc 以下 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円
軽二輪（125cc 超　250cc 以下） 2,400 円 3,600 円

小型二輪（250cc 超） 4,000 円 6,000 円

小型特殊自動車 トラクター等 1,600 円 2,400 円
その他（タイヤショベル等） 4,700 円 5,900 円

平成 28 年度から変更になるもの

車種区分 現行 改正後 重課税率
（13年経過車両）

軽自動車

三　輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四輪以上
乗用

自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

貨物用
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円
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光回線の契約トラブル　～クーリング・オフは適用外～
お問い合わせ先　　　　　
　経済課　消費生活センター　☎ 0986-76-8823

【
相
談
事
例
】

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
で
、
通
信
会
社
や
代
理
店
の
顧
客

獲
得
競
争
が
激
化
し
て
い
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
条
件
等
に

関
す
る
十
分
な
説
明
が
な
く
、
メ
リ
ッ
ト
だ
け
が
強
調
さ
れ
て

消
費
者
が
内
容
を
よ
く
理
解
し
な
い
ま
ま
契
約
し
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
が
増
え
て
お
り
、
特
に
高
齢
者
の
相
談
が
増
加
し
て
い

ま
す
。 

電
話
代
や
通
信
料
金
が
安
く
な
る
か
は
、
各
家
庭
の

パ
ソ
コ
ン
や
電
話
の
契
約
形
態
や
使
用
状
況
で
異
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
電
気
通
信
契
約
は
特
定
商
取
引
法
の
適
用
除
外
で
あ

り
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
中
途
解
約
に

は
、
高
額
な
違
約
金
が
発
生
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
契
約
ト
ラ
ブ
ル
の
増
加
を
受
け
、
通
信
会
社
の
自

主
基
準
等
に
よ
り
、
工
事
前
で
あ
れ
ば
無
償
で
解
約
に
応
じ
る

事
業
者
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

① 

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
は
内
容
が
複
雑
な
も
の
が
多
い
た　

め
、
利
用
条
件
や
料
金
、
解
約
す
る
場
合
の
解
約
料
等　

に
つ
い
て
、
契
約
前
に
し
っ
か
り
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

② 

サ
ー
ビ
ス
内
容
や
料
金
は
事
業
者
に
よ
っ
て
異
な
り
ま　

す
。
価
格
だ
け
で
判
断
せ
ず
、
自
分
の
利
用
環
境
や
目　

的
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
う
え
で
、
十
分
比
較
検
討
し
ま　

し
ょ
う
。

　

契
約
ト
ラ
ブ
ル
は
時
間
が
経
つ
ほ
ど
解
決
が
難
し
く
な
り
ま

す
。
困
っ
た
と
き
は
一
人
で
悩
ま
ず
、
早
め
に
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

昨
夜
、
大
手
通
信
会
社
の
代
理
店
を
名
乗
る
者
か
ら
電
話

が
あ
り
、光
回
線
の
勧
誘
を
受
け
た
。「
電
話
代
が
安
く
な
る
。

工
事
代
金
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
す
る
」
と
言
わ
れ
、
申
し

込
ん
だ
。
よ
く
考
え
る
と
不
要
な
の
で
、解
約
し
た
い
。
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
で
き
る
か
。　
（
70
代
男
性
）

土壌診断のご案内　～土壌診断とは「土の健康診断」のことです～
お問い合わせ先
　経済課・各支所産業振興課　
　末吉　☎ 0986-76-8808　財部　☎ 0986-72-0938　大隅　☎ 099-482-5950
　土壌診断室（曽於市有機センター敷地内）　☎ 0986-76-7347

　

私
た
ち
が
健
康
診
断
を
受
け
る
よ
う
に
、
畑
や
水
田
も

定
期
的
に
土
の
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
、
作
付
け
前
な

ど
に
土
壌
診
断
を
行
う
こ
と
が
有
効
で
す
。
一
概
に
数
値

が
正
し
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
定
期
的
に
行
え
ば
あ
る

程
度
の
畑
の
状
態
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

市
で
は
、
無
料
で
土
壌
診
断
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

診
断
期
間

約
３
週
間
（
分
析
が
集
中
す
る
時
期
は
時
間
が
か
か
る
場

合
が
あ
り
ま
す
）

費　

用　

無
料

土
の
採
取
方
法

土
は
畑
の
中
央
と
対
角
線
の
５
ヵ
所
か
ら
、
表
土
１
㎝
ぐ

ら
い
を
除
い
て
、深
さ
20
㎝
程
度
ま
で
の
土
を
採
り
、５
ヵ

所
の
土
を
合
わ
せ
て
均
一
に
混
ぜ
る（
部
分
だ
け
で
も
可
）

提
出
方
法

ビ
ニ
ー
ル
袋
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
均
一
に
混
ぜ
合
せ

た
土
を
茶
わ
ん
程
度
入
れ
て
提
出

記
入
事
項

氏
名
、
電
話
番
号
、
畑
の
大
字
地
番
（
ま
た
は
、
ご
自
身

が
後
で
分
か
る
名
称
な
ど
）、
次
回
予
定
作
物

○
題
名 

「
土
壌
診
断
の
ご
案
内
」 

○
副
題 

５ヵ所の土を均一に混ぜ合わせる 

ビニール袋に茶わん程度入れる 

氏名

電話

畑の大字地番

次回予定作物

分析したい畑 

20 ㎝
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住宅取得祝金等支給制度
住宅を新築または購入した方に、お祝いとして現金と曽於市が発行する商品券を支給します
お問い合わせ先　　　　　
　企画課・各支所地域振興課  地域振興係
　末吉　☎ 0986-76-8802　　大隅　☎ 099-482-5921　　財部　☎ 0986-72-0931

対
象
者

　

市
内
に
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
新
築
ま
た
は
購
入

し
た
方

申　

請

　

新
築
・
購
入
の
日
以
後
１
年
以
内
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
新
築
・
購
入
の
基
準
日
は
、
法
務
局
の
登
記

（
新
築
・
所
有
権
移
転
）
の
日
付
と
し
ま
す
。

基
本
の
祝
金
等

　

市
内
業
者
に
よ
る
新
築

　

商
品
券
10
万
円
分
、
現
金
10
万
円

　

市
外
業
者
に
よ
る
新
築

　

商
品
券
５
万
円
分
、
現
金
５
万
円

　

未
入
居
の
建
売
住
宅
購
入

　

商
品
券
５
万
円
分
、
現
金
５
万
円

　

右
記
以
外
の
中
古
住
宅
購
入

　

商
品
券
２
万
５
千
円
分
、
現
金
２
万
５
千
円

※ 

中
古
住
宅
と
は
、
居
住
が
可
能
で
耐
用
年
数
が
10
年

以
上
見
込
ま
れ
る
も
の
で
す
。

転
入
者
加
算

　

転
入
し
て
１
年
以
内
の
方
に
は
、
商
品
券
５
万
円
分

と
現
金
５
万
円
を
加
算
し
ま
す
。
な
お
、
本
市
か
ら
転

出
後
３
年
以
内
の
再
転
入
は
対
象
外
と
し
ま
す
。

支
給
対
象
外
と
な
る
も
の

・ 

市
の
定
住
促
進
住
宅
用
分
譲
地

へ
の
新
築

・
市
税
等
の
滞
納
者

・ 

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
補
助

金
、
危
険
廃
屋
解
体
撤
去
補
助

金
を
受
け
た
方

６月５日に行われた
住宅取得祝金等交付式

教育長に谷口孝志氏が選任されました
　

平
成
26
年
６
月
26
日
に
開
か
れ
た
市
議
会
で
、
教
育
委
員
の
選
任
が

同
意
さ
れ
、
27
日
に
新
教
育
長
が
就
任
し
ま
し
た
。

　

去
る
、
６
月
27
日
付
け
で
曽
於
市
教
育
長
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
。

教
育
行
政
の
舵
取
り
役
と
し
て
の
重
責
に
、
身
の
引
締
ま
る
思
い
で
あ

り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
二
度
の
勤
務
経
験
の
中
で
、
温
か
く
育
て
て
い
た
だ
き
ま

し
た
曽
於
市
の
教
育
振
興
の
た
め
に
、
微
力
な
が
ら
全
力
で
取
り
組
ん

で
参
り
ま
す
。

　

特
に
、
こ
れ
か
ら
の
曽
於
市
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長

は
、
最
も
重
要
な
課
題
と
考
え
て
お
り
ま
す
。「
教
育
の
道
は
、
家
庭

の
教
え
で
芽
を
出
し
、
学
校
の
教
え
で
花
が
咲
き
、
世
間
の
教
え
で
実

が
な
る
。」
の
言
葉
ど
お
り
、
家
庭
・
学
校
・
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
を
果
た
し
な
が
ら
、
力
を
合
わ
せ
て
取
り
組
む
こ
と
が
肝
要
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

市
民
の
皆
様
方
の
御
理
解
と
、
御
支
援
、
御
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

■
経
歴

　

熊
本
大
学
卒
、
昭
和
47
年
鹿
児
島
郡
十
島
村
立
宝
島
中
学
校
教
諭
、

昭
和
53
年
曽
於
郡
松
山
町
教
育
委
員
会
派
遣
社
会
教
育
主
事
、
平
成
４

年
大
隅
町
立
大
隅
北
中
学
校
教
頭
、
平
成
17
年
鹿
児
島
市
教
育
委
員
会

教
育
部
長
、
平
成
19
年
鹿
児
島
市
立
坂
元
中
学
校
長
、
平
成
22
年
同
上

定
年
退
職

谷
たに

口
ぐち

　孝
たか

志
し

昭和 24年生まれ（64歳）
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ひとり親家庭医療費助成について
お問い合わせ先　　　　　
　財部　福祉事務所　児童福祉係　☎ 0986-72-0936　　本庁　保健課　福祉係　☎ 0986-76-8807
　大隅　保健福祉課　福祉係　　　☎ 099-482-5925

　

曽
於
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
ま
た
は
母
お
よ
び
児
童
、
父
母
の
い
な
い
児
童

は
、
保
険
証
適
用
医
療
費
の
全
額
助
成
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
児
童
と
は
、
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
を
い
い
ま
す
。

助
成
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合

① 
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
と
き

② 

児
童
福
祉
施
設
ま
た
は
知
的
障
害
者
援
護
施
設

に
入
所
し
て
い
る
と
き
（
母
子
寮
を
除
く
）

③
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
き

④ 

重
度
身
体
障
害
者
医
療
費
助
成
に
関
す
る
条
例

に
基
づ
き
、
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
き

⑤ 

受
給
者
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
額
が
一
定
以
上

の
金
額
を
超
え
た
と
き

受
給
資
格
者
証
の
更
新

　

受
給
者
の
皆
さ
ん
は
、
全
員
、
毎
年
更
新
の
た

め
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※ 

対
象
者
の
方
に
は
、
８
月
初
め
に
案
内
通
知
を

郵
送
す
る
予
定
で
す
。

今夏における節電のご協力のお願い
　今夏は、原子力の再稼働がなく、電源開発㈱松浦火力２号機の運転再開がない場合、電力の安定供給に
最低限必要な予備力（予備率３％）を下回る見込みとなっています。 （九州 1.3％　中部および西日本 2.7％）
　このため、周波数の違う東日本からの融通等により、何とか必要最低限の予備力を確保できる見通しで
すが、昨夏より大幅に厳しい需給状況となることが予想されます。
　当社としましては、電力の安定供給に全力を挙げて取り組んで参りますので、お客さまにおかれまして
は、国からの節電要請を踏まえ、ご不便とご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんが、以下の内容で引
き続き、節電へのご協力をお願いします。

【お願いの内容】
● 昨夏より大幅に厳しい需給状況を踏まえ、お客さまには、少なくとも、昨夏お取組みいただいた節
電を目安に、生活・健康や生産・経済活動に支障のない範囲で可能な限り、節電にご協力いただき
ますようお願いします
● 特に、猛暑日となることが予想される場合などには、体調に十分ご留意の上、今一度、お客さまの
身の回りで出来る節電をご確認いただき、一層の節電（空調の一時停止、照明の消灯等）へのご協
力をお願いします

〔節電にご協力いただきたい期間・時間帯〕
・期　間：平成26年7月1日（火）～9月30日（火）の平日（お盆期間8月13日（水）～15日（金）を除く）
・時間帯：９時～20時　
※ 電力需給が高くなる時間帯（13 時～ 17 時）は、重点的な節電への協力をお願いします。その中でも、
電力需要がピークとなる 16 時台は厳しい需給状況となることが予想されるため、特に重点的なご
協力をお願いします。

お問い合わせ先：九州電力株式会社 鹿屋営業所
☎ 0120-986-806（コールセンター）
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特別障害者手当等支給制度
お問い合わせ先　　　　　
　財部　福祉課　社会福祉係　☎ 0986-72-0936　　　本庁　保健課　福祉係　☎ 0986-76-8807
　大隅　保健福祉課　福祉係　☎ 099-482-5925

特
別
障
害
者
手
当

　

20
歳
以
上
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
程
度
の
著
し
く
重

度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時

特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方
で
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な

方
に
対
し
て
手
当
を
支
給
し
ま
す
。
た
だ
し
、
施
設
入
所
者

や
３
ヶ
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
方
は
対
象
外
で
す
。

① 

重
度
の
障
害
が
重
複
し
て
い
る
方
（
例
え
ば
両
上
下
肢
と

も
機
能
全
廃
の
場
合
）

② 
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
で
、
日
常
生
活
に
常
時
介
護
が
必

要
な
方

③ 

最
重
度
の
精
神
障
害
や
知
的
障
害
の
た
め
、
日
常
生
活
に

常
時
介
護
が
必
要
な
方

障
害
児
福
祉
手
当

　

20
歳
未
満
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
程
度
の
重
度
の
障

害
の
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
の
介
護

を
必
要
と
す
る
方
で
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
方
に
対
し
て

手
当
を
支
給
し
ま
す
。
た
だ
し
、
施
設
入
所
者
は
対
象
外
で

す
。

① 

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
又
は
２
級
（
一
部
）
程
度
の
障
害

を
有
す
る
方

② 

療
育
手
帳
Ａ
１
程
度
の
障
害
を
有
す
る
方

申
請
お
よ
び
認
定

　

受
給
資
格
の
審
査
は
、
特
別
障
害
者
手
当
（
又
は
障
害
児

福
祉
手
当
）
認
定
請
求
書
に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
、
曽
於

市
役
所
の
障
害
福
祉
担
当
の
窓
口
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
行
わ
れ
ま
す
。
認
定
請
求
書
を
受
理
し
た
後
、
手
当
の
支

給
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
審
査
し
、
認
定
又
は

却
下
の
決
定
を
行
い
ま
す
。

重度心身障害者（児）医療費助成について
お問い合わせ先　　　　　
　財部　福祉課　社会福祉係　☎ 0986-72-0936　　　本庁　保健課　福祉係　☎ 0986-76-8807
　大隅　保健福祉課　福祉係　☎ 099-482-5925

　

重
度
心
身
障
害
者
（
児
）
が
、
医
療
機
関
等
で
診
察
を
受

け
た
際
に
支
払
う
医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
助
成
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
高
額
療
養
費
、
附
加
給
付
金
な
ど
の
健
康
保
険

か
ら
の
給
付
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
金
額
を
助
成
額
か
ら
控

除
し
ま
す
。

　

ま
た
、
食
事
や
部
屋
代
・
文
書
料
・
予
防
接
種
代
な
ど
の

保
険
外
診
療
は
助
成
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

対
象
者

・ 

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
2
級
の
方

・
療
育
手
帳
Ａ
、
Ａ
１
、
Ａ
２
の
方

・ 

Ｉ
Ｑ
35
以
下
と
判
定
さ
れ
た
方
お
よ
び
身
体
障
害
者
手
帳

３
級
で
、
Ｉ
Ｑ
50
以
下
と
判
定
さ
れ
た
方

登
録
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・ 

手
帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
）
又
は
児
童
相
談

所
の
判
定
書

・
健
康
保
険
証

・
金
融
機
関
の
預
貯
金
通
帳

・
印
鑑

※ 

登
録
手
続
き
後
に
受
給
資
格
者
証
お
よ
び
申
請
書
を
お
渡

し
し
ま
す
。

申
請
方
法

　

申
請
は
、
月
毎
お
よ
び
各
医
療
機
関
別
に
、
原
則
と
し
て

医
療
機
関
の
証
明
を
受
け
た
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
期
間
は
、
医
療
機
関
を
受
診
し
た
月
の
翌
月
か
ら

６
か
月
以
内
で
す
。
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特別児童扶養手当について
お問い合わせ先　　　　　
　財部　福祉事務所　児童福祉係　☎ 0986-72-0936　　本庁　保健課　福祉係　☎ 0986-76-8807
　大隅　保健福祉課　福祉係　　　☎ 099-482-5925

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
20
歳
未
満
で
身

体
や
精
神
に
重
度
ま
た
は
中
度
以
上
の
障
害

の
あ
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
も
し
く
は

母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
な
ど
に
対
し
て
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合

① 
児
童
や
父
、
母
、
養
育
者
が
日
本
国
内
に

住
ん
で
い
な
い
と
き

② 

児
童
が
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
（
児

童
扶
養
手
当
、
児
童
手
当
、
障
害
児
福
祉

手
当
は
年
金
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
併

給
で
き
ま
す
）

③ 

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
（
保
育
所
、
通

園
施
設
、
肢
体
不
自
由
施
設
へ
の
母
子
入

園
を
除
く
）
に
入
所
し
て
い
る
と
き

④ 

受
給
者
、
配
偶
者
、
扶
養
義
務
者
の
所
得

額
が
一
定
以
上
の
金
額
を
超
え
た
と
き

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
額

　

１
級
（
重
度
障
害
児
）

　
　

月
額　

４
万
９
９
０
０
円

　

２
級
（
中
度
障
害
児
）

　
　

月
額　

３
万
３
２
３
０
円

※ 

こ
の
額
は
児
童
１
人
あ
た
り
で
す
。
障
害

等
級
表
に
基
づ
き
、
１
級
、
２
級
が
決
定

し
ま
す
。

添
付
書
類

①
請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本（
抄
本
）

②
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

③ 

診
断
書
（
用
紙
は
市
役
所
に
あ
り
ま
す
）

※ 

身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
を
お
持
ち

の
方
は
、
診
断
書
の
提
出
が
省
略
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

④ 

そ
の
他
の
各
種
届
出
に
応
じ
て
必
用
な
書

類
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
払
日

　

手
当
は
審
査
後
、
認
定
請
求
し
た
月
の
翌

月
分
か
ら
支
給
さ
れ
、
年
３
回
、
受
給
者
本

人
の
口
座
へ
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

　

①
８
月
11
日
（
４
月
〜
７
月
分
）

　

②
11
月
11
日
（
８
月
〜
11
月
分
）

　

③
４
月
10
日
（
12
月
〜
３
月
分
）　

　

所得状況届

受給者全員が毎年８月 11日か
ら９月 10日までの間に提出し
ます。なお、２年間提出しない
と受給資格がなくなることがあ
ります。
※ 対象者の方には、8月初めに
案内通知を郵送する予定です。

対象児童にかかる
有期再認定請求書

原則として２年に１回、３月・７月・
11月のうち定められた時期に、診断
書を提出し、引き続き手当が受けられ
るかどうか再認定を受けなければなり
ません。（支給停止中の方も必要です。
ご注意ください）

額改定届・請求書
障害の程度が変わった時や対象
児童に増減があったとき

証書亡失届 手当証書をなくしたとき

資格喪失届 受給資格がなくなったとき その他の届出
氏名・住所・振込口座・印鑑の変更・
受給者が死亡したときなど

■各種届出一覧表
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児童扶養手当について
お問い合わせ先　　　　　
　財部　福祉事務所　児童福祉係　☎ 0986-72-0936　　本庁　保健課　福祉係　☎ 0986-76-8807
　大隅　保健福祉課　福祉係　　　☎ 099-482-5925

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
ま
た
は
母
と
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
養
育
さ
れ
て

い
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
を
助
け
る

た
め
に
、
児
童
の
母
ま
た
は
父
や
、
父
母
に

代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。
父
母
が
い
て
も
重
度
の
障

害
が
あ
る
場
合
に
は
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
手
当
は
審
査
後
、
認
定
請
求
し
た

月
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

支
給
該
当
条
件

① 

父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③ 

父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ

る
児
童

④ 

父
ま
た
は
母
の
生
死
が
不
明
で
あ
る
児
童

⑤ 

父
ま
た
は
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

る
児
童

⑥ 

父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保
護

命
令
を
受
け
た
児
童

⑦ 

父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い

る
児
童

⑧ 

母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
児
童

⑨
そ
の
他
（
棄
児
な
ど
）

　

な
お
、児
童
と
は
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
、

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
を
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
心
身
に
お
お
む
ね
中
度
以
上
の
障

害
が
あ
る
場
合
は
、
20
歳
未
満
ま
で
手
当
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合

① 

対
象
児
童
や
手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
父

母
ま
た
は
養
育
者
が
、
公
的
年
金
（
老
齢

福
祉
年
金
を
除
く
）
や
労
働
基
準
法
に
基

づ
く
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
き

② 

児
童
が
里
親
に
委
託
さ
れ
た
り
、
児
童
福

祉
施
設
等
（
通
園
施
設
は
除
く
）
に
入
所

し
て
い
る
と
き

③ 

児
童
が
、
障
害
を
有
す
る
父
ま
た
は
母
に

支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
の
加
算
の
対
象
に

な
っ
て
い
る
と
き

④ 

父
ま
た
は
母
が
婚
姻
し
て
い
る
と
き
（
婚

姻
の
届
出
を
し
て
い
な
く
て
も
、
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を

含
む
）

⑤ 

受
給
者
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
額
が
一
定

以
上
の
金
額
を
超
え
た
と
き

児
童
扶
養
手
当
の
額

全
部
支
給　

月
額
４
万
１
０
２
０
円

一
部
支
給　

月
額
４
万
１
０
１
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　

〜
９
６
８
０
円

　

な
お
、
こ
の
児
童
扶
養
手
当
の
額
は
、
対

象
児
童
が
１
人
の
場
合
で
す
。
児
童
が
２
人

の
場
合
は
、
こ
の
金
額
に
５
０
０
０
円
が
加

算
さ
れ
、
３
人
以
降
は
さ
ら
に
３
０
０
０
円

ず
つ
加
算
さ
れ
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
の
支
払
日

　

①
８
月
11
日
（
４
月
〜
７
月
分
）

　

②
12
月
11
日
（
８
月
〜
11
月
分
）

　

③
４
月
10
日
（
12
月
〜
３
月
分
）　

現況届

受給者全員が今年は８月１日から８月 29 日まで
の間に提出します。なお、２年間提出しないと受
給資格がなくなります。
※対象者の方には、８月初めに案内通知を郵送する予定です。

資格喪失届 受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき

証書亡失届 手当証書をなくしたとき

その他の届出 氏名・住所・振込口座・印鑑の変更、受給者が死
亡したときなど

■各種届出一覧表
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平成 26 年度　市民ウォーキング平成 26 年度　市民ウォーキング
日　時　平成26年８月10日（日）（雨天決行） 午前９時～
集　合　高之峯駐車場
コース　高之峯コース
持参する物　運動できる服装、ウォーキングできる靴、リュック、帽子、飲物等
お問い合わせ　曽於市役所保健課健康推進係　☎ 0986-76-8806

青少年育成市民会議総会および講演会

　

曽
於
市
で
は
、
平
成
20
年
度
か
ら
、『
生
ま
れ
故

郷
で
あ
る
ふ
る
さ
と
を
愛
し
応
援
し
た
い
』、『
曽

於
市
出
身
で
は
な
い
が
、
曽
於
市
を
応
援
し
た
い
』

と
い
う
思
い
を
、
曽
於
市
へ
寄
附
す
る
こ
と
で
実

現
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納

税
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

曽
於
市
で
は
、
今
年
度
か
ら
、
曽
於
市
へ
ふ
る

さ
と
納
税
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
へ
、
感
謝
の
気
持

ち
を
込
め
て
「
そ
お
の
う
ま
い
も
ん
」
を
贈
呈
し

ま
す
。

　

市
民
の
皆
様
に
は
、
多
く
の
方
々
が
ふ
る
さ
と

納
税
を
通
じ
て
曽
於
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
、
ご
支

援
・
ご
協
力
く
だ
さ
る
よ
う
、
市
外
に
お
住
ま
い

の
ご
親
戚
や
お
知
り
合
い
の
方
々
に
、
こ
の
制
度

を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。

　
「
そ
お
の
う
ま
い
も
ん
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

曽
於
市
の
畜
産
物
や
加
工
品
で
、
お
お
む
ね
左
記

の
表
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「ふるさと納税（曽於市への寄附）」と「そおのうまいもん」のＰＲについて「ふるさと納税（曽於市への寄附）」と「そおのうまいもん」のＰＲについて

寄附金額
10,000 円～　　→　5千円相当の特産品
19,999 円以下

寄附金額
20,000 円～　　→　1万円相当の特産品
29,999 円以下

寄附金額
30,000 円～　　→ 1万 5千円相当の特産品
49,999 円以下

寄附金額
50,000 円以上　→ 2万 5千円相当の特産品

プレミアムコース（数量限定）
　50万円　→　25万円相当の特産品（10本）

  
100 万円　→　50万円相当の特産品（3本）
  200 万円　→　100 万円相当の特産品（3本）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

財
政
課
思
い
や
り
寄
附
金
担
当

０
９
８
６ 

― 

７
６ 

― 

８
８
０
３

　

６
月
20
日
、
末
吉
総
合
セ
ン
タ
ー
で
青
少
年
育
成
市
民
会
議
総
会
お
よ
び
講

演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
総
会
で
は
、
次
世
代
を
担
う
青
少
年
を
健
全
に
育

成
す
る
た
め
に
は
家
庭
・
学
校
・
職
場
・
地
域
が
一
体
と
な
り
、
青
少
年
を
見
守
っ

て
い
く
こ
と
が
必
要
と
い
う
趣
旨
で
「
市
内
一
斉
美
化
活
動
」
や
「
あ
い
さ
つ

声
か
け
運
動
」
等
の
取
り
組
み
が
審
議
さ
れ
、
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
会
後
、
志
布
志
法
律
事
務
所
の
内な

い

藤と
う

由ゆ

佳か

先
生
に
よ
る
「『
幸
せ
』
の
心

を
育
む
た
め
に
」
と
題
し
た
講
演
が
行
わ
れ
、「
生
き
る
時
間
の
価
値
」「
あ
り

が
と
う
の
地
図
」
な
ど
心
温
ま
る
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
青
少
年
健
全
育
成
活
動
の
一
層
の
機
運
の
醸

じ
ょ
う

成せ
い

を
図
る
た
め
に
地
域

社
会
で
他
の
模
範
と
な
る
青
少
年
や
青
少
年
団
体
・
青
少
年
育
成
者
が
表
彰
さ

れ
ま
し
た
。

【
青
少
年
の
部
】　　
　

財
部
南
校
区　
　

山や
ま

之の

口く
ち　

大だ
い

輝き

【
青
少
年
団
体
の
部
】　

檍
校
区　
　
　
　

仮
屋
子
ど
も
会

【
青
少
年
育
成
の
部
】

飯い
い

山や
ま　

よ
り
子
（
諏
訪
校
区
内
で
の
青
少
年
の
見
守
り
活
動
）

内う
ち

山や
ま　

和か
ず

浩ひ
ろ　

  （
末
吉
中
陸
上
部
外
部
コ
ー
チ
）

竹た
け

下し
た　

伸し
ん

一い
ち　

  （
末
吉
中
柔
道
部
指
導
者
）

内藤先生

山之口さん仮屋子ども会
大休寺さん

飯山さん内山さん 竹下さん

15 Soo City Public Relations,August,2014



「普通救命講習会」の実施について
９月９日は「救急の日」です！

「あなたは   大切な人を   救えますか」

“曽於市大隅農産加工センターで100人規模の普通救命講習会開催”

消防本部警防課　099-482-0579 志 布 志 消 防 署　099-472-0119
曽 於 消 防 署　099-482-0559 財 部 分 署　0986-72-0119
末吉救急分駐所　0986-76-9119 大崎救急分駐所　099-472-0119

消防署からのお知らせ

１　日　時　　平成 26 年９月９日（火）　午前９時から正午まで（３時間講習）
２　場　所　　曽於市大隅農産加工センター
３　内　容　　心肺蘇生法（心臓マッサージ、人工呼吸）
　　　　　　　ＡＥＤの使用法
　　　　　　　止血法、その他の応急手当
４　その他　　講習を修了された方には、普通救命講習修了証を配布

　あなたの愛する家族や仲間の尊い生命を救うため、ぜひこの機会に自治会や職場等
で取り組んでみませんか。
　今回の講習は、150 人に達したところで締め切らせていただきますが、参加できな
かった方は曽於消防署および志布志消防署で普通救命講習を行っておりますので、受
講してください。

　もし、目の前であなたの大切な人が倒れたらあなたならどうしますか？
　意識を失ったり、呼吸や心臓が止まってしまった場合、救急車が来るまでに、そ
の場に居合わせた家族が救命手当（心肺蘇生法と止血法）を施すか否かによって、
その人の生死を左右してしまうことがあるのです。あなたが救命手当方法を知って
いれば、大切な家族の命を救うことができるのです。

★普通救命講習会お問い合わせ先★
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あなたの行動で家族の命が救えます！
１分でも早い心肺蘇生が有効！◆

　自宅や職場などでの心停止の数は、年間２～３万人と推定されています。心停止の場合、約１分経過
するごとに生存率が約７～１０％低下するとされているため、救急車が現場へ到着するまでの間（約
６～７分）、近くに居合わせた人による心肺蘇生が非常に重要となってきます。

救命処置の流れ◆
（１）反応を確認する。
　耳元で「大丈夫ですか？」など、数回呼びかけながら肩を軽くたたき、
反応を確認します。
（２）助けを呼ぶ（１１９番通報とＡＥＤの手配）
　反応がない場合は誰かに消防署（１１９番）への電話を頼んで下さい。
ＡＥＤがもしあれば、持ってきてもらいます。
（３）呼吸の確認
　 傷病者が「普段どおりの呼吸」をしているかどうかを確認します。
①胸や腹部の動きがない場合。
②約１０秒間確認しても呼吸の状態がよくわからない場合。
③しゃくりあげるような、途切れ途切れに起こる呼吸がみられる場合。
　（死戦期呼吸は、普段どおりの呼吸ではありません。）
（４）胸骨圧迫
　傷病者に普段どおりの呼吸がないと判断したら、ただちに胸骨圧迫を
開始し、全身に血液を送ります。
（５）人工呼吸（口対口人工呼吸） 
　３０回の胸骨圧迫終了後、口対口人工呼吸により息を吹き込みます。
①気道確保（頭部後屈あご先挙上法）
　・傷病者の喉の奥を広げて空気を肺に通しやすくします。
　・ 片手をおでこに当て、もう一方の手の人差し指と中指の２本をあご
先に当てて、頭を後ろにのけぞらせ、あご先を上げます。

②人工呼吸
　・ 気道を確保したまま、おでこに当てた親指と人差し指で傷病者の鼻
をつまみます。

　 ・ 口を大きく開けて傷病者の口を覆い、空気が漏れないようにし
て、息を約１秒かけて吹き込みます。傷病者の胸が持ち上がるの
を確認します。

　・いったん口を離し、同じ要領でもう１回吹き込みます。
（６）心肺蘇生（胸骨圧迫と人工呼吸）の継続
　「３０回の胸骨圧迫と２回の人工呼吸」を１サイクルとして救急車が
来るまで繰り返します。

・胸骨圧迫 30 回と人工呼吸 2回
・成人は５cm以上沈むように圧迫

・小児は胸の厚みの 1/3 を圧迫

※心肺蘇生行為は、責任を問われることはありません。ためらわずに迅速に対応しましょう。
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高齢者講習に関する高齢者講習に関する

重要なお知らせ重要なお知らせ
末吉自動車学校は平成２６年６月末で閉校 （廃業） になりました。

平成２６年７月１日から、近隣（都城）の自動車学校でも平成２６年７月１日から、近隣（都城）の自動車学校でも
受講できるようになりました。受講できるようになりました。

高齢者講習高齢者講習

ナカムラ自動車学校

警友自動車学校

都城ドライビングスクール（MDS）

志布志自動車学校

シブシ昭和自動車学校

鹿屋自動車学校

鹿屋寿自動車学校

霧島マキゾノ自動車学校

鹿児島県自動車学校

国分隼人自動車学校

空港自動車学校

都城市

志布志市

鹿屋市

霧島市

☎

☎

☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

0986-21-2000

0120-547-688（フリーダイヤル）

0986-38-1001
0120-814-354（フリーダイヤル）

0994-72-1325
0994-72-0370

0994-43-4141
0994-43-2627

0995-76-1155
0995-62-7111

0995-42-6111
0995-42-8583

※場所や講習の時間、高齢者講習の予約等、詳しくは、各自動車学校へお問い合わせください。※場所や講習の時間、高齢者講習の予約等、詳しくは、各自動車学校へお問い合わせください。

発行：曽於地区交通安全協会
曽於市大隅町中之内８９５１番地
０９９-４８２-３９８３☎
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